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はじめに 

本邦においては、第二次世界大戦以降にアレルギー疾患罹患者の急増がみられ、現在で

は国民の 2 人に 1 人は何らかのアレルギー疾患を有しているといわれておりまして、これ

らアレルギー疾患が国民生活に大きな影響を及ぼしていることが推測されています。 
平成 26 年にアレルギー疾患対策基本法が成立し、平成 29 年に示された基本指針に基

づいてアレルギー疾患対策が進められておりまして、アレルギー疾患の発症頻度や重症

度、また全国的な分布などを調査するような疫学研究の重要性が強調されております。 
今回、皮膚科領域におけるアレルギー疾患の中でも特にアトピー性皮膚炎にしぼって有

病率の変化とその周辺の問題点、ま

たそのことに対する対策についてど

のようなことが進められているか、

ということについて、お話をさせて

いただきます。 
 
患者数の推移 
まず、数のお話をさせていただき

ます。厚生労働省から出されている

資料をみますと、アレルギー疾患全

体の推計患者数は徐々に増数してき

ているようです。アトピー性皮膚炎

も同様です。2014 年のお話ですので



 

 

少し古い数ですが、日本では 40 万人程度の患者さんがいらっしゃると報告されておりま

す。少しずつ増数していると思われますので、おそらく現在では、50 万人程度はいらっし

ゃるのではないでしょうか。 
さて、アトピー性皮膚炎ですが、もともと小児の疾患という印象が強いと思いますが、

30 代から 40 代までの成人でもかなり多くの患者さんがいらっしゃることが疫学的調査で

もわかっております。年齢の面での特徴としては、成人期の患者さんにおいては、小児期

までに比べて、より重症にシフトした患者の比率が多いことがあります。これは罹病期間

が長くなることによる重症化という部分もあると思われます。 
 

アトピー性皮膚炎の疾病負荷 
アトピー性皮膚炎はもともと非常に大きな疾病負

荷をもつ疾患と考えられております。 
アトピー性皮膚炎の皮膚症状そのもの、さらには

強い痒み、というものはそれだけで大きな疾病負荷

でありますし、そのような症状があることにより睡

眠障害がおこり、さらにはメンタルヘルスや QOL
に負の影響を与えること、また作業効率が著しく低

下するなど、様々に考えられます。これら疾病負荷

は個人に与える影響のみならず、作業効率の低下な

どは社会的な問題でもあります。またアトピー性皮膚炎には、他のアレルギー疾患の合併

頻度も高く、このことがまた疾病負荷となって患者さんに大きな影響を与えております。 
数多くの皮膚疾患の中でも、患者さんの QOL に重大な負の影響を与える疾患である、

とされており、他の慢性疾患、例えば高血

圧や糖尿病などと比べても、その QOL に対

する影響の大きさは同程度である、という

報告もあります。 
 
治療の重要性 
これらのことを鑑みると、適切にアトピ

ー性皮膚炎の治療を行っていくことが非常

に重要である、ということがわかると思い

ます。 
ところが、アトピー性皮膚炎の患者さん

の治療状況に関する厚労省関係の調査報告

をみてみますと、少々気になる結果が報告

されております。実は、半数以上の患者さ



 

 

んが、医療機関における治療を受けていない、とされておりまして、それは特に中等症か

ら重症の患者さんで顕著でした。この背景には、効果的な治療薬が長らく開発されないな

ど、ある意味、現行治療に対する不信、不満というものがあったようです。 
このような状況を改善させるべく、我々は努力を続けてきたわけですが、その一環とし

て、診療ガイドラインの整備と充実があります。 
そこでも述べられておりますが、治療の目標をしっかりと設定したうえで、その実現に

むけて患者さんと医療者が協力して向かっていく、ということをあらためて強調しており

ます。この治療の目標について抜粋しますと、 
「治療の最終目標（ゴール）は、症状がないか、あっても軽微で、日常生活に支障がな

く、薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、その状態を維持することである。ま

た、このレベルに到達しない場合でも、症状が軽微ないし軽度で、日常生活に支障をきた

すような急な悪化がおこらない状態を維持することを目標とする。」 
ということになります。 
すなわち、寛解導入から長期寛解維持を無理なく達成できるようになることが目標であ

り、これが達成できるならば、先に述べたような日常生活における様々な個人的な疾病負

荷、ひいては社会的な損失等についてもだんだんと改善して、問題の解消につながってい

くだろう、ということになります。 
この目標はガイドラインの設定された当初からあるものですが、これまでのステロイド

外用剤使用を中心とした標準的な治療方法で、この目標を無理なく達成することが難しか

った症例は少なからずいらっしゃいました。 
しかしながらここ数年で、アトピー性

皮膚炎の治療薬の開発が進みまして、新

規の作用機序をもつお薬が使えるように

なってきました。実際、そのいくつかは

すでに臨床の現場で使われております。

これら新規のお薬は、分子標的のタイプ

のものが多く、治療効果の向上と副作用

の軽減が図られており、これまでの治療

で一部の患者さんでは実現が難しかっ

た、無理のない寛解導入とその長期維持

について、現実的に可能な時代になって

きていることを感じます。 
 
このように、新規の治療効果が高く、安全性も比較的に担保されているような薬物が利

用できるようになることにより、患者さんの症状はうまく改善の方向に進むことになり、

ひいては、患者さんの疾病負荷の軽減、QOL の改善に寄与すること大と思われます。 



 

 

そのことは、結果として、様々な社会的損失の回復にもつながると考えられますし、安

全性が高く、治療効果の高い新規治療薬の登場により、これまでの治療全般に不信をもっ

ていた患者さんたちに対する対策としても効果的であろうと思われます。 
 
おわりに 
以上、まとめますと、 
１番、アトピー性皮膚

炎を含むアレルギー疾患

の患者さんの数は緩やか

に増加傾向にあります。 
２番、アトピー性皮膚

炎の患者さんの半分以上

が医療機関における治療

をうけておらず、その一因は医療の状況に対する不信、不満があるようです。 
３番、アトピー性皮膚炎は大きな疾病負荷を持つ疾患であり、それが良好にコントロー

ルされないと、患者さん個人の QOL 障害のみならず、社会的な損失も膨大となります。 
４番、増加する患者さんの数と、その患者さんの過半が治療状況に不満を持っている現

状がありましたが、現在はそれを解消すべく、新規の薬剤が続々と登場し、徐々にこれら

の問題の解決が図られつつある、ということになります。 


